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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面の支持壁（３）と、支持壁（３）に連続して下向きに折れ曲がる装着壁（４）とを
備えた屋根下地材（１）に締結固定される第１金具（６）、および第２金具（７）とから
なり、
　第１金具（６）は、前記装着壁（４）に下方から掛止装着される係止部（１１）と、折
版屋根材（２）を固定する取付体（１５）が設けられる屋根受部（１２）と、これら両者
（１１・１２）を接続する縦壁（１３）の中途部に設けられる段部（１４）とを含み、
　第２金具（７）は、前記支持壁（３）に接合される座壁（２１）と、座壁（２１）に連
続して上向きに延びる縦壁（２２）の上部に設けられる接当部（２３）とを備えており、
　係止部（１１）が前記装着壁（４）に掛止された第１金具（６）の縦壁（１３）と、座
壁（２１）が前記支持壁（３）に接合された第２金具（７）の縦壁（２２）とを締結体（
８・９）で締結することにより、第２金具（７）の座壁（２１）と接当部（２３）とが、
支持壁（３）と第１金具（６）の段部（１４）とに接当して、両金具（６・７）が屋根下
地材（１）を上下に挟持する状態で締結固定してある折版屋根材の固定金具。
【請求項２】
　断面Ｕ字状の係止部（１１）から上方に延びる縦壁（１３）の中途部を段違い状に折り
曲げて段部（１４）が形成されており、
　段部（１４）に連続する縦壁（１３）の上端を段部（１４）と同じ向きに折り曲げて、
屋根受部（１２）が支持壁（３）と上下に対向させてある請求項１記載の折版屋根材の固
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定金具。
【請求項３】
　第１金具（６）の段部（１４）より下側の縦壁（１３）と、第２金具（６）の縦壁（２
２）のそれぞれに締結体（８）用の挿通穴（１６・２４）が形成されており、
　前記挿通穴（１６・２４）のいずれか一方が、上下方向に長い長穴で形成してある請求
項１または２記載の折版屋根材の固定金具。
【請求項４】
　屋根受部（１２）の上面に設けられる取付体（１５）が、ボルト（１５）と、吊子のい
ずれかで構成してある請求項１記載の折版屋根材の固定金具。
【請求項５】
　第１金具（６）と、第２金具（７）とのいずれかに、桁方向に隣接する両金具（６・７
）の設置間隔を規定する位置決め壁（３１）が張り出し形成してある請求項１から４のい
ずれかに記載の折版屋根材の固定金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折版屋根材を屋根下地材に固定するための固定金具、なかでも屋根下地材に
対して締結固定される固定金具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存のスレート屋根の改修に際しては、スレート屋根の外面に折版屋根材を葺く工法（
特許文献１参照）と、スレート屋根材を全て撤去して、新たに折版屋根材を葺く工法とが
ある。前者では、既存のフックボルトを利用して、スレート屋根の外面に折版屋根材用の
屋根下地を構築するので屋根構造が複雑になる。多くの場合、スレート屋根材は屋根下地
に掛止されるフックボルトで締結固定してある。そのため、後者工法においては、スレー
ト屋根材やフックボルトを撤去した後、屋根下地に対して新たにタイトフレームを固定す
る必要がある。タイトフレームは屋根下地に溶接して固定するか、ボルト締結によって屋
根下地に固定することになる。
【０００３】
　本発明の固定金具は、屋根下地材に対してボルトで締結固定されるが、折版屋根材を組
み付けるための金具を屋根下地材に対してボルトで締結固定することは例えば特許文献２
に公知である。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１００２３９号公報（段落番号００１７、図２）
【特許文献２】特開平０８－１２０８４０号公報（段落番号００２０、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　タイトフレームを屋根下地に溶接する場合には、スパッタが飛散し落下するのを避けら
れない。また、タイトフレームをボルト締結で屋根下地に固定する場合には、屋根下地に
ボルト挿通穴をドリルで形成する際に、切粉が飛散し落下するのを避けられない。いずれ
の場合にも、飛散するスパッタや切粉によって、屋内に設置された機械設備や製品などが
傷付くおそれがある。このようなスパッタ等による傷付きを防ぐには、屋内の機械設備や
製品などを保護すればよいが、その分だけ屋根改修に余分な手間とコストが掛かる。タイ
トフレームの溶接作業は人手で行うしかないため、作業結果がばらつきやすく、安定した
屋根強度が得られにくい不利もある。また、屋内温水プールの屋根に代表されるように、
高温多湿の環境下では、タイトフレームを溶接する際に、屋根下地材に塗布された塗料が
焼失するため溶接箇所が錆びやすく、防錆のためのコストが余分に必要となる。
【０００６】
　本発明の目的は、折版屋根材を葺くための固定金具を、スパッタや切粉を生じることな
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く屋根下地材に固定でき、したがって屋内に設置された機械設備や製品になんら影響を与
えることもなく、スレート屋根の改修作業や折版屋根の構築作業等を行うことができる折
版屋根材の固定金具を提供することにある。本発明の目的は、既存の屋根下地材をそのま
ま利用して屋根を葺き替えることができる折版屋根材の固定金具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の折版屋根材の固定金具は、上面の支持壁３と、支持壁３に連続して下向きに折
れ曲がる装着壁４とを備えた屋根下地材１に締結固定される第１金具６、および第２金具
７とからなる。第１金具６は、前記装着壁４に下方から掛止装着される係止部１１と、折
版屋根材２を固定する取付体１５が設けられる屋根受部１２と、これら両者１１・１２を
接続する縦壁１３の中途部に設けられる段部１４とを含む。第２金具７は、前記支持壁３
に接合される座壁２１と、座壁２１に連続して上向きに延びる縦壁２２の上部に設けられ
る接当部２３とを備えている。以て、係止部１１が前記装着壁４に掛止された第１金具６
の縦壁１３と、座壁２１が前記支持壁３に接合された第２金具７の縦壁２２とを締結体８
・９で締結することにより、第２金具７の座壁２１と接当部２３とが、支持壁３と第１金
具６の段部１４とに接当して、両金具６・７を屋根下地材１を上下に挟持する状態で締結
固定する。
【０００８】
　断面Ｕ字状の係止部１１から上方に延びる縦壁１３の中途部を段違い状に折り曲げて段
部１４を形成する。さらに、段部１４に連続する縦壁１３の上端を段部１４と同じ向きに
折り曲げて、屋根受部１２を支持壁３と上下に対向させる。
【０００９】
　第１金具６の段部１４より下側の縦壁１３と、第２金具６の縦壁２２のそれぞれに締結
体８用の挿通穴１６・２４を形成し、これら挿通穴１６・２４のいずれか一方を、上下方
向に長い長穴で形成する。
【００１０】
　屋根受部１２の上面に設けられる取付体１５を、剣先ボルト１５と、吊子のいずれかで
構成する。
【００１１】
　第１金具６と第２金具７とのいずれかに、桁方向に隣接する両金具６・７の設置間隔を
規定する位置決め壁３１を張り出し形成する。
【発明の効果】
【００１２】
　屋根下地材１の装着壁４に下方から掛止される第１金具６と、屋根下地材１の上面の支
持壁３に接合される第２金具７とで固定金具を構成し、両金具６・７を締結体８・９で締
結して、両金具６・７が屋根下地材１を上下に挟持するように固定すると、第１金具６と
第２金具７とが互いに締結相手を拘束する状態で強固に固定される。これにより、従来避
けられなかったスパッタや切粉の発生を伴うこともなく、固定金具を屋根下地材１に固定
して折版屋根材２を葺きあげることができ、したがって屋内に設置された機械設備や製品
になんら影響を与えることもなく、スレート屋根の改修作業や折版屋根の構築作業等を行
える。また、屋根下地材１の支持壁３と装着壁４とを利用して両金具６・７を締結するの
で、屋根下地材１に何ら加工を施す必要なくそのまま利用してスレート屋根の改修作業や
折版屋根の構築作業等を行える。
【００１３】
　縦壁１３の中途部を段違い状に折り曲げて段部１４を形成し、縦壁１３の上端を段部１
４と同じ向きに折り曲げて屋根受部１２を支持壁３と上下に対向させるようにした固定金
具によれば、折版屋根材２に風圧や雪圧などの外力が作用するとき、第１金具６と第２金
具７とが協働して外力に対向できるので、その分だけ折版屋根の耐圧強度を向上できる。
【００１４】
　第１金具６と第２金具７の縦壁１３・２２に設けられる締結体８用の挿通穴１６・２４
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の一方を、上下方向に長い長穴で形成すると、装着壁４の上下長さのばらつきを吸収して
固定金具を確実に締結できるうえ、予め、両金具６・７を締結体８・９で緩やかに一体化
しておくことにより、施工現場における両金具６・７の屋根下地材１に対する組み付けを
簡易にしかも迅速に行って、その分だけ作業能率を向上できる。
【００１５】
　屋根受部１２の上面に設けられる取付体１５をボルトと吊子のいずれかで構成すると、
折版屋根材２の接合構造に応じて、第１金具６の屋根受部１２に設けられる取付体１５を
変更するだけで、固定金具を各種の折版屋根材２に共通して適用できるので、共通使用で
きる分だけ固定金具のコストを削減できる。さらに、スレート屋根の改修などを行う場合
には、多様な折版屋根材２から好みの折版屋根材２を選定できる。
【００１６】
　第１金具６の縦壁１３と、第２金具７の座壁２１とのいずれかに、桁方向に隣接する両
金具６・７の設置間隔を規定する位置決め壁３１を張り出し形成すると、桁方向に隣接す
る位置決め壁３１の端部どうしが接当するように第１金具６や第２金具７を屋根下地材１
に組むことで、固定金具の桁方向の締結位置を的確に確定でき、両金具６・７の屋根下地
材１に対する締結作業を更に簡便に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
（実施例１）　図１ないし図５は、本発明に係る折版屋根材の固定金具の実施例を示す。
この実施例では、既存のスレート屋根材やフックボルトを撤去した後の屋根下地材１に固
定金具を締結固定したうえで、固定金具に折版屋根材２を固定する場合について説明する
。屋根下地材１は断面がＣ字状の形鋼（チャンネル材）からなり、上面の支持壁３と、支
持壁３に連続して下向きに折れ曲がる装着壁（リップ壁）４とを備えている。折版屋根材
２は山部と谷部とを交互に折り曲げ形成した、軒棟方向に長い折版材からなる。
【００１８】
　図２および図３において、固定金具は屋根下地材１に締結固定される第１金具６と第２
金具７と、両者６・７を締結するボルト（締結体）８、およびナット９（締結体）などで
構成する。第１金具６は、屋根下地材１の装着壁４に下方から掛止装着される断面Ｕ字状
の係止部１１と、折版屋根材２を受け止める上端の屋根受部１２と、これら両者１１・１
２を上下に接続する縦壁１３と、縦壁１３の中途部を段違い状に折り曲げて形成される段
部１４とを一体に備えたプレス金具からなる。屋根受部１２と段部１４とは、いずれも支
持壁３と上下に対向する向きに折り曲げられる。屋根受部１２の上面には剣先ボルト（取
付体）１５がかしめ固定してある。
【００１９】
　段部１４より下側の縦壁１３には、先のボルト８を挿通するための挿通穴１６が上下方
向に長い長穴として形成してある。縦壁１３の両側縁の過半上部には、補強リブ１７が一
体に折り曲げ形成してあり、縦壁１３の下端を反転状に折り曲げて形成した係止部１１の
板面には、２個の補強リブ１８が外向きに膨出する状態で形成してある。これらの補強リ
ブ１７・１８を設けることにより、第１金具６の構造強度を格段に高めることができる。
【００２０】
　第２金具７は、屋根下地材１の支持壁３に接合される座壁２１と、座壁２１に連続して
上向きに延びる縦壁２２と、縦壁２２の上部を座壁２１と平行に折り曲げて形成される接
当部２３とを一体に備えたプレス金具からなる。縦壁２２には先のボルト８を挿通するた
めの挿通穴２４が通設してある。座壁２１および接当部２３と縦壁２２の隅部分には、内
隅側へ膨出する補強リブが形成してある。第２金具７の幅寸法Ｂ（図４参照）は、第１金
具６の補強リブ１７の対向寸法より僅かに小さく設定してあり、第２金具の高さ寸法Ｈ（
図１参照）は、係止部１１を装着壁４に下方から掛止した状態における第１金具６の段部
１４と支持壁３との対向寸法より僅かに小さく設定してある。
【００２１】
　作業現場での施工の手間を省くために、第１金具６と第２金具７は、それぞれの縦壁１
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３・２２が向き合う状態で、各挿通穴１６・２４にボルト８を挿通し、ばね座金を介して
ナット９をボルト８にねじ込んだ状態で供給される。この状態の第１金具６の係止部１１
を、図５に示すように屋根下地材１の装着壁４に下方から掛止し、第２金具７の座壁２１
を支持壁３に接合し、さらに第２金具７を第１金具６側へ引き寄せることにより、両金具
６・７の縦壁１３・２２どうしが接合し、段部１４の基部に接当部２３が嵌まり込む。最
後にナット９を締め込むことにより、両金具６・７が屋根下地材１を上下に挟持する状態
で締結固定される。
【００２２】
　上記の締結状態においては、係止部１１が装着壁４と係合しているので、第１金具６は
上方移動できない。さらに、接当部２３が段部１４と接当して、第１金具６の下方移動を
規制する。つまり、第２金具は、支持壁３と接当部２３との間に嵌まり込んで突っ支い棒
状に機能して第１金具６の動きを拘束する。同時に、第１金具６は第２金具の動きを拘束
する。このように、互いに締結相手を拘束しあう状態で両金具６・７を締結すると、両金
具６・７を屋根下地材１に対して安定した状態で強固に固定できる。もちろん、両金具６
・７が装着壁４に沿って桁方向へ移動することもない。
【００２３】
　図２に示すように、一群の固定金具を屋根下地材１に締結固定したのち、折版屋根材２
の山部分に剣先ボルト（ボルト）１５を挿入し、剣先ボルト１５にウールパッキン２６お
よび座金２７を介してナット２８をねじ込み固定することにより、折版屋根材２が屋根下
地材１に取り付けられる。以上のように構成した折版屋根によれば、第１・第２の両金具
６・７を単に締結することで屋根下地材１に強固に固定できるので、従来の屋根改修にお
いて避けられなかった、溶接に伴うスパッタの発生や、穴あけ加工に伴う切粉の発生を一
掃できる。
【００２４】
（実施例２）　上記の固定金具は、図６に示すように屋根下地材１がアングル材で形成し
てある場合にも適用できる。その場合には、アングル材の横向きの辺部が支持壁３として
機能し、下向きの辺部が装着壁４として機能する。この場合の固定金具は、基本的に実施
例１で説明した第１金具６および第２金具７とで構成するが、第１金具６の段部１４から
係止部１１までの上下長さを装着壁４の上下寸法に対応して大きく設定し、さらに係止部
１１の溝幅を、装着壁４の厚み寸法より僅かに大きく設定する必要がある。他の構成は先
の実施例１と同じであるので、同じ部材に同じ符号を付してその説明を省略する。以下の
実施例においても同様に扱う。
【００２５】
（実施例３）　図７は第１金具６の一部を変更した別の実施例を示す。そこでは、縦壁１
３の中途部を壁面どうしが密着する状態で折り曲げて段部１４を形成するようにした。こ
の場合にも、段部１４は支持壁３と上下に対向する向きに張り出し形成する。
【００２６】
（実施例４）　図８は第１金具６の一部を変更したさらに別の実施例を示す。そこでは、
第１金具６の縦壁１３の下端両側から位置決め壁３１を張り出し形成した。位置決め壁３
１の張り出し寸法は、桁方向に隣接する第１・第２の両金具６・７の設置間隔を基準にし
て設定してあり、この実施例では、隣接する第１金具６どうしを先の設置間隔に等しい長
さの位置決め壁３１で連続させ、さらに、各第１金具６の両側から先の設置間隔の半分の
長さの位置決め壁３１を張り出すようにした。個々の第１金具６の両側から、先の設置間
隔の半分の長さの位置決め壁３１をそれぞれ張り出してもよい。このように、位置決め壁
３１を設けた第１金具６によれば、桁方向に隣接する位置決め壁３１の端部どうしが接当
するように第１金具６を屋根下地材１に組むことで、固定金具の桁方向の締結位置を的確
に確定できるので、個々に独立した複数の固定金具を個々に所定の取り付けピッチごとに
取り付ける場合に比べて、施工の手間を省くことができる。
【００２７】
（実施例５）　図９は第２金具７の一部を変更したさらに別の実施例を示す。そこでは、
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第２金具７の座壁２１に連続して位置決め壁３１を張り出し形成した。位置決め壁３１の
張り出し寸法は、実施例４の位置決め壁３１と同様に設定する。この実施例における固定
金具も、実施例４の固定金具と同様に、桁方向に隣接する位置決め壁３１の端部どうしが
接当するように第２金具７を屋根下地材１に組むことで、固定金具の桁方向の締結位置を
的確に確定できる。
【００２８】
　図１０は、固定金具のさらに別の実施例を示す。そこでは、断面Ｕ字状の係止壁３３と
、係止壁３３に連続して支持壁３の下面に接当する挟持壁３４とで係止部１１を構成した
。また、縦壁１３の中途部に係合穴３５を設けて、係合穴３５の上内縁を段部１４とした
。さらに、第２金具７の縦壁２２の上部に、前記係合穴３５と斜めに係合する接当壁（接
当部）２３を折り曲げ形成し、接当壁２３を段部１４で受け止めるようにした。接当壁２
３は、屈曲端から遊端へ向かって上り傾斜させてある。そのため、ナット９を締め込むこ
とで第２金具７が第１金具６に引き寄せられるのに伴い、第２金具７は支持壁３に強く押
し付けられ、その反力で第１金具６の挟持壁３４が支持壁３の下面に強く押し付けられる
ので、両金具６・７を屋根下地材１に対してさらに強固に固定できる。
【００２９】
　図１１は、第２金具７のさらに別の実施例を示す。そこでは、座壁２１を縦壁２２に対
して僅かな角度θだけ下り傾斜させた。この第２金具７によれば、上記の第２金具７と同
様に、第２金具７が第１金具６に引き寄せられるとき支持壁３に強く押し付けられるので
、その反力で第１金具６を押し上げて、両金具６・７を屋根下地材１に対してさらに強固
に固定できる。
【００３０】
　上記の実施例では、第１金具６側の挿通穴１６を長穴で形成したが、第２金具７側の挿
通穴２４を長穴で形成してもよい。屋根受部１２に設ける取付体１５としては、剣先ボル
トに換えて吊子を設けて、はぜ折接合される折版屋根材２を吊子に巻き締めて連結するこ
とができる。締結体としては、ボルト８、ナット９を適用する以外に、リベットやブライ
ンドリベットなどを適用することができる。
【００３１】
　上記の実施例では、接当部２３を横向きの折り曲げ壁で構成したが、その必要はなく、
例えば縦壁２２の上部を下向きに反転するように折り曲げて、その屈曲部分を接当部２３
とすることができる。図１に示すように、屋根受部１２は支持壁３と上下に対向する向き
に折り曲げるのが好ましいが、必要があれば逆向きに折り曲げることができる。なお、本
発明の固定金具は折版屋根を新設するときにも同様に使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】実施例１に係る固定金具の使用状態を示す縦断側面図である。
【図２】屋根下地材と固定金具と折版屋根材の三者の関係を示す分解斜視図である。
【図３】固定金具の分解斜視図である。
【図４】固定金具の使用状態を示す縦断正面図である。
【図５】固定金具の装着手順を示す縦断側面図である。
【図６】実施例２に係る固定金具の使用状態を示す縦断側面図である。
【図７】実施例３に係る固定金具の使用状態を示す縦断側面図である。
【図８】実施例４に係る固定金具を示す分解斜視図である。
【図９】実施例５に係る固定金具を示す分解斜視図である。
【図１０】固定金具のさらに別の実施例を示す縦断側面図である。
【図１１】第２金具の別の実施例を示す縦断側面図である。
【符号の説明】
【００３３】
１　屋根下地材
２　折版屋根材
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３　支持壁
４　装置壁
６　第１金具
７　第２金具
８　ボルト（締結体）
９　ナット（締結体）
１１　係止部
１２　屋根受部
１３　縦壁
１４　段部
１５　剣先ボルト（取付体）
２１　座壁
２２　縦壁
２３　接当部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】



(10) JP 4654218 B2 2011.3.16

10

フロントページの続き

    審査官  西村　隆

(56)参考文献  実公昭３７－００３６７７（ＪＰ，Ｙ１）　　
              実開平０２－０４９４２０（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｄ　　　３／３６　　　　
              Ｅ０４Ｄ　　　３／３６７
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

